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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成29年4月27日(2017.4.27)

【公表番号】特表2016-533256(P2016-533256A)
【公表日】平成28年10月27日(2016.10.27)
【年通号数】公開・登録公報2016-061
【出願番号】特願2016-547829(P2016-547829)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   5/11     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ    5/10     ３１０Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成29年3月18日(2017.3.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィットネスモニターであって、
　側面を有するハウジングを有するモジュールであって、当該ハウジングは第１の厚さを
有するものである、前記モジュールと、
　利用者の手首の周りに装着されるように構成された単一体のリストバンドであって、前
記ハウジングを受容するように構成されたハウジング受容構造を有し、当該ハウジング受
容構造および前記ハウジングの組み合わせは第２の厚さを有するものである、前記単一体
のリストバンドと
　を有し、
　前記ハウジングの各側面において前記ハウジング受容構造の内部に固定されていない一
部分は露出しているものであり、
　前記第２の厚さは、前記第１の厚さと少なくとも実質的に等しいものである
　フィットネスモニター。
【請求項２】
　請求項１記載のフィットネスモニターにおいて、前記ハウジングは第１の幅を有し、前
記ハウジング受容構造および前記ハウジングの組み合わせは第２の幅を有し、この第２の
幅は前記第１の幅と少なくとも実質的に等しいものであるフィットネスモニター。
【請求項３】
　請求項１記載のフィットネスモニターにおいて、前記ハウジングは複数の凹部を画成し
、前記ハウジング受容構造は複数の突出部を画成するものであり、前記突出部の各々は、
前記ハウジングが前記ハウジング受容構造と整合したとき、各凹部とかみ合って前記ハウ
ジングの動きを制限するように構成されるものであるフィットネスモニター。
【請求項４】
　請求項３記載のフィットネスモニターにおいて、前記複数の突出部は、少なくとも１つ
の側方突出部と少なくとも１つの垂直突出部とを有し、前記複数の凹部は、少なくとも１
つの側方凹部と少なくとも１つの垂直凹部とを有し、前記少なくとも１つの側方突出部は
、位置合わせされたとき前記少なくとも１つの側方凹部と嵌合するように構成され、前記
少なくとも１つの垂直突出部は、位置合わせされたとき前記少なくとも１つの垂直凹部と
嵌合するように構成されるものであるフィットネスモニター。
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【請求項５】
　請求項４記載のフィットネスモニターにおいて、前記ハウジング受容構造の外面は、当
該ハウジング受容構造の断面外形に対して画成される略曲線状の表面を画成し、この略曲
線状の表面は、側方突出部と垂直突出部との間に延在するものであるフィットネスモニタ
ー。
【請求項６】
　請求項１記載のフィットネスモニターにおいて、前記ハウジングは上部と下部とを有し
、当該フィットネスモニターが利用者の手首の周りに装着されたとき、前記下部は利用者
の手首から近位になるように構成され、前記上部は利用者の手首から遠位になるように構
成されるものであり、前記上部は上部高さを有し、前記下部は下部高さを有し、前記第１
の厚さは、前記上部高さの高さおよび前記下部高さの高さに等しいものであるフィットネ
スモニター。
【請求項７】
　請求項１記載のフィットネスモニターにおいて、前記モジュールは電子機器モジュール
を有し、当該電子機器モジュールは、
　運動を検出し、当該検出された運動に基づいて運動データを生成するように構成された
モーションセンサーと、
　前記モーションセンサーにより検出された前記運動データを格納するように構成された
メモリ装置と、
　前記メモリ装置に連結され、前記メモリ装置に格納された前記運動データに基づいて活
動データを決定するように構成されたプロセッサと
　を含むものであるフィットネスモニター。
【請求項８】
　請求項１記載のフィットネスモニターにおいて、前記電子機器モジュールは、利用者に
関連付けられた活動データに関連付けられた情報を提示するように構成されたディスプレ
イを含み、当該ディスプレイは、前記電子機器モジュールの前記ハウジングが前記ハウジ
ング受容構造に受容されたとき、前記ハウジング受容構造の表面と少なくとも実質的に同
一平面上にあるレンズを含むものであるフィットネスモニター。
【請求項９】
　フィットネスモニター用のリストバンドであって、
　電子機器モジュールを受容するように構成された単一体のリストバンドを有し、当該単
一体のリストバンドは、
　　第１の幅と第１の厚さとを有するハウジングを有し、
　　前記ハウジングを受容するように構成されたハウジング受容構造であって、当該ハウ
ジング受容構造および前記ハウジングの組み合わせは第２の幅および第２の厚さを有する
ものである、前記ハウジング受容構造を含み、
　　前記第２の幅は前記第１の幅と少なくとも実質的に等しく、前記第２の厚さは前記第
１の厚さと少なくとも実質的に等しいものである
　リストバンド。
【請求項１０】
　請求項９記載のリストバンドにおいて、前記ハウジング受容構造は複数の突出部を含み
、前記ハウジングは複数の凹部を画成するものであり、各突出部は、前記ハウジングが前
記ハウジング受容構造と整合したとき、各凹部とかみ合って前記ハウジングの動きを制限
するように構成されるものであるリストバンド。
【請求項１１】
　請求項１０記載のリストバンドにおいて、前記複数の突出部は、少なくとも１つの側方
突出部と少なくとも１つの垂直突出部とを有し、前記複数の凹部は、少なくとも１つの側
方凹部と少なくとも１つの垂直凹部とを有し、前記少なくとも１つの側方突出部は、位置
合わせされたとき前記少なくとも１つの側方凹部と嵌合するように構成され、前記少なく
とも１つの垂直突出部は、位置合わせされたとき前記少なくとも１つの垂直凹部と嵌合す
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るように構成されるものであるリストバンド。
【請求項１２】
　請求項１１記載のリストバンドにおいて、前記ハウジング受容構造の外面は、当該ハウ
ジング受容構造の断面外形に対して画成される略曲線状の表面を画成し、この略曲線状の
表面は、側方突出部と垂直突出部との間に延在するものであるリストバンド。
【請求項１３】
　請求項１０記載のリストバンドにおいて、前記ハウジングは、利用者に関連付けられた
活動データを追跡するように構成された電子機器モジュールを有するものであるリストバ
ンド。
【請求項１４】
　請求項１３記載のリストバンドにおいて、前記電子機器モジュールは、前記活動データ
に関連付けられた情報を提示するように構成されたディスプレイを含み、当該ディスプレ
イは、前記ハウジング受容構造の表面と少なくとも実質的に同一平面上にあるレンズを含
むものであるリストバンド。
【請求項１５】
　フィットネスモニターであって、
　側面を有するハウジングを有するモジュールであって、当該ハウジングは第１の厚さを
有するものである、前記モジュールと、
　前記ハウジングを受容するように構成されたハウジング受容構造を含む単一体のリスト
バンドであって、
　　前記ハウジング受容構造および前記ハウジングの組み合わせは第２の厚さを有し、
　　前記ハウジング受容構造は複数の突出部を含み、
　　前記ハウジングは複数の凹部を画成するものであり、
　　各前記突出部は、前記ハウジングが前記ハウジング受容構造と整合したとき、各前記
凹部と嵌合して前記ハウジングの動きを制限するように構成されているものである、
　前記単一体のリストバンドと
　を有し、
　前記ハウジングの各側面において前記ハウジング受容構造の内部に固定されていない一
部分は露出しているものであり、
　前記第２の厚さは、前記第１の厚さと少なくとも実質的に等しいものである
　フィットネスモニター。
【請求項１６】
　請求項１５記載のフィットネスモニターにおいて、前記ハウジングは第１の幅を有し、
前記ハウジング受容構造および前記ハウジングの組み合わせは第２の幅を有し、この第２
の幅は前記第１の幅と少なくとも実質的に等しいものであるフィットネスモニター。
【請求項１７】
　請求項１５記載のフィットネスモニターにおいて、前記複数の突出部は、少なくとも１
つの側方突出部と少なくとも１つの垂直突出部とを有し、前記複数の凹部は、少なくとも
１つの側方凹部と少なくとも１つの垂直凹部とを有し、前記少なくとも１つの側方突出部
は、位置合わせされたとき前記少なくとも１つの側方凹部と嵌合するように構成され、前
記少なくとも１つの垂直突出部は、位置合わせされたとき前記少なくとも１つの垂直凹部
と嵌合するように構成されるものであるフィットネスモニター。
【請求項１８】
　請求項１５記載のフィットネスモニターにおいて、前記ハウジングは上部と下部とを有
し、当該フィットネスモニターが利用者の手首の周りに装着されたとき、前記下部は利用
者の手首から近位になるように構成され、前記上部は利用者の手首から遠位になるように
構成され、前記上部は上部高さを有し、前記下部は下部高さを有し、前記第１の厚さは、
前記上部高さの高さおよび前記下部高さの高さに等しいものであるフィットネスモニター
。
【請求項１９】
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　請求項１５記載のフィットネスモニターにおいて、前記ハウジング受容構造の外面は、
当該ハウジング受容構造の断面外形に対して画成される略曲線状の表面を画成し、この略
曲線状の表面は、側方突出部と垂直突出部との間に延在するものであるフィットネスモニ
ター。
【請求項２０】
　請求項１５記載のフィットネスモニターにおいて、前記モジュールは電子機器モジュー
ルを有し、当該電子機器モジュールは、
　運動を検出し、当該検出された運動に基づいて運動データを生成するように構成された
モーションセンサーと、
　前記モーションセンサーに連結され、前記運動データを格納するように構成されたメモ
リ装置と、
　前記メモリ装置に連結され、前記運動データに基づいて活動データを決定するように構
成されたプロセッサと、
　前記活動データに関連付けられた情報を提示するように構成されたディスプレイであっ
て、前記ハウジング受容構造の表面と少なくとも実質的に同一平面上であるレンズを含む
ものである、前記ディスプレイと
　を含むものであるフィットネスモニター。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　フィットネスモニターは、利用者の活動を追跡する電子装置であり、前記追跡は、通常
、利用者の歩数を決定するなどにより、利用者の運動を検出して行う。フィットネスモニ
ター、例えばＧａｒｍｉｎ　ＶｉｖｏＦｉｔウェルネス製品は、利用者が装着することに
より、利用者の身体的活動を監視（例えば、測定または検出）でき、前記身体的活動に関
連付けられた情報を前記ウェルネス製品、例えば心臓モニターなどから受信できる。一部
のフィットネスモニターは、利用者の手首、腕部、胴部、脚部などに装着される。他のフ
ィットネスモニターは、携帯され、または衣服に取り付けられる。一部のフィットネスモ
ニターは、付加的な特徴、例えば時刻を提示する時計表示、他の電子装置と無線通信する
通信モジュールなどを含む。
　この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、以下のものがある（国際出願日
以降国際段階で引用された文献及び他国に国内移行した際に引用された文献を含む）。
（先行技術文献）
　（特許文献）
　　（特許文献１）　米国特許出願公開第２００９／０１３８６３６号明細書
　　（特許文献２）　米国特許出願公開第２００９／０１９６１２４号明細書
　　（特許文献３）　米国特許出願公開第２００５／０１７７０５１号明細書
　　（特許文献４）　米国特許出願公開第２０１０／０２９２０５０号明細書
　　（特許文献５）　米国特許出願公開第２００７／０２７６２７０号明細書
　（非特許文献）
　　（非特許文献１）　Ｐｒｉｎｔｏｕｔ　ｆｒｏｍ　ｈｔｔｐ：／／ｄｅｓｉｇｎｓｈ
ａｃｋ．ｎｅｔ／ｄｅｓｉｇｎ／ｎｉｋｅ－ｓｐｏｒｔ－ｂａｎｄ；　ｐｕｂｌｉｓｈｅ
ｄ　ｐｒｉｏｒ　ｔｏ　０１／０３／２０１４．
　　（非特許文献２）　Ｐｒｉｎｔｏｕｔ　ｆｒｏｍ　ｈｔｔｐ：／／ｍａｓｈａｂｌｅ
．ｃｏｍ／２０１３／０７／０２／ｆｉｔｂｉｔ－ｆｌｅｘ－ｒｅｖｉｅｗ；　ｐｕｂｌ
ｉｓｈｅｄ　ｐｒｉｏｒ　ｔｏ　０１／０３／２０１４．
　　（非特許文献３）　Ｐｒｉｎｔｏｕｔ　ｆｒｏｍ　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｒａ
ｉｎｍａｋｅｒ．ｃｏｍ／２０１２／０８／ｎｉｋｅ－ｆｕｅｌｂａｎｄ－ｉｎ－ｄｅｐ
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ｔｈ－ｒｅｖｉｅｗ．ｈｔｍｌ；　ｐｕｂｌｉｓｈｅｄ　ｐｒｉｏｒ　ｔｏ　０１／０３
／２０１４．
　　（非特許文献４）　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｒｅｐｏｒｔ　ａ
ｎｄ　Ｗｒｉｔｔｅｎ　Ｏｐｉｎｉｏｎ　ｆｒｏｍ　ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ　ＰＣ
Ｔ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．ＰＣＴ／ＵＳ２０１４／０３２５４１　ｄａｔｅｄ
　Ａｕｇｕｓｔ　２１，２０１４．
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